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編
集
後
記 

太
公
望
が
鮎
釣
り
を
楽
し
む

季
節
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

皆
さ
ま
、
い
か
が
お
過
ご
し

で
し
ょ
う
か
。 

「
市
議
会
だ
よ
り
Ｇ
Ｏ
Ｊ
Ｏ
」

三
十
八
号
を
お
届
け
し
ま
す
。 

「
適
度
な
距
離
」 

今
、
理
事
者
と
議
会
と
の
距

離
は
か
な
り
離
れ
て
お
り
ま
す
。

近
づ
き
す
ぎ
る
と
公
平
な
行
政

を
執
行
す
る
妨
げ
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
離
れ
す
ぎ
る
と
市
民
の

声
が
聴
こ
え
な
く
な
り
ま
す
。

適
度
な
距
離
を
保
つ
こ
と
が
、

行
政
と
議
会
と
市
民
と
の
健
全

な
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

共
に
独
善
的
な
態
度
を
直
し

て
、
市
政
に
取
り
組
ま
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。 

「
市
議
会
だ
よ
り
」
は
、
市

民
の
皆
さ
ま
と
議
会
と
を
つ
な

ぐ
架
け
橋
で
あ
り
ま
す
。 

わ
か
り
や
す
く
、
正
確
な
紙

面
作
り
を
心
掛
け
発
刊
し
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
ご

愛
読
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

議
会
広
報
編
集
委
員
会 

委
員
長
　
田
原
　
清
孝 

副
委
員
長
　
寺
本
　
保
英 

委
　
　
員
　
大
谷
　
龍
雄 

黄
木
　
英
夫 

藤
冨
美
恵
子 

川
村
　
家
廣 

市
長
か
ら
提
案
さ
れ
た
四
十
議
案
の
う
ち
、
三
十
三
議
案
を
そ
れ
ぞ

れ
の
委
員
会
で
審
査
し
、
本
会
議
で
報
告
し
ま
し
た
。
（
概
要
の
み
） 

付
託
議
案
の
審
査
（
委
員
長
報
告
） 

      

■
総
務
文
教
常
任
委
員
会 

◎
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
等
は
、
一
日
の

勤
務
時
間
が
短
縮
さ
れ
る
こ
と

な
ど
、
ま
た
特
別
職
の
職
員
で

非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
、
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
は
、
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
保
存
審

議
会
委
員
の
報
酬
等
を
規
定
す

る
も
の
で
、
全
員
一
致
を
も
っ

て
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。 

◎
一
般
会
計
補
正
予
算
は
、
全

員
一
致
に
よ
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
定
し
た
が
、
新
年
度
予

算
案
を
修
正
し
、
市
民
プ
ー
ル

を
引
き
続
き
営
業
す
る
よ
う
求

め
る
付
帯
決
議
が
付
さ
れ
た
。 

  

■
厚
生
常
任
委
員
会 

◎
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
条
例
は
、
衣
類
乾
燥
機

を
加
え
る
こ
と
。
斎
場
条
例
は
、

市
内
料
金
の
適
用
範
囲
を
改
正

す
る
も
の
、
介
護
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算
は
、
施
設
に
入
所

で
き
な
い
家
族
介
護
者
に
対
す

る
支
援
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、

要
介
護
四
及
び
五
の
方
に
つ
い

て
は
、
過
去
一
年
間
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
て
い
な
い
方
に
家

族
介
護
慰
労
事
業
と
し
て
年
間

五
万
円
を
支
給
し
て
い
る
と
の

答
弁
が
あ
り
、
そ
の
他
の
議
案

と
と
も
に
採
決
を
行
い
、
全
員

一
致
を
も
っ
て
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
定
し
た
。 
 

       

■
建
設
経
済
常
任
委
員
会 

◎
都
市
公
園
条
例
等
の
一
部
改

正
は
、
上
野
公
園
多
目
的
グ
ラ

ン
ド
内
メ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
使
用

料
の
改
正
、
ま
た
、
工
事
請
負

契
約
の
締
結
は
、
み
ど
り
園
の

焼
却
炉
燃
焼
設
備
な
ど
の
大
規

模
改
良
工
事
請
負
契
約
を
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致

を
も
っ
て
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。 

◎
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
の

一
部
改
正
、
財
産
の
取
得
、
西

吉
野
交
流
促
進
セ
ン
タ
ー
に
係

る
指
定
管
理
者
の
指
定
及
び
平

成
二
十
年
度
下
水
道
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
は
、
全
員
一
致

を
も
っ
て
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。 

 

■
議
会
運
営
委
員
会 

◎
議
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例

の
一
部
改
正
は
、
議
員
定
数
を

十
三
人
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

委
員
か
ら
、
定
数
十
五
人
は
議

会
の
定
数
等
検
討
特
別
委
員
会

で
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
な
ど
の

意
見
が
あ
り
、
全
員
一
致
を
も
っ

て
否
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

◎
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
は
、
議
員
報
酬
を

二
十
％
削
減
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
委
員
か
ら
は
、
報
酬
等

審
議
会
の
意
見
を
聞
い
て
か
ら

提
案
す
る
べ
き
で
あ
る
な
ど
の

意
見
が
あ
り
、
賛
成
少
数
に
よ

り
否
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。 

■
予
算
審
査
特
別
委
員
会 

 

（
総
括
質
疑
の
答
弁
） 

◎
非
常
勤
特
別
職
の
報
酬
、
費

用
弁
償
等
に
つ
い
て
は
、
削
減

等
前
向
き
に
検
討
し
た
い
。 

◎
上
野
公
園
の
市
民
プ
ー
ル
に

係
る
予
算
案
の
修
正
に
つ
い
て
は
、

開
業
を
前
提
に
調
査
費
、
修
繕

料
を
予
算
計
上
す
る
が
、
安
全

確
保
が
前
提
で
あ
る
。 

◎
み
ど
り
園
の
大
規
模
改
修
工

事
に
関
連
し
て
、
次
の
候
補
地

の
選
定
を
し
て
い
る
が
、
公
表

で
き
る
段
階
に
な
い
。 

◎
博
物
館
を
休
館
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
財
政
健
全
化
の
た

め
に
は
や
む
を
得
な
い
も
の
で

２
年
を
限
度
に
休
館
す
る
。 

◎
新
町
の
旧
前
防
邸
は
、
新
町

の
活
性
化
と
古
民
家
の
再
生
の

た
め
寄
附
を
受
け
た
。 

◎
花
咲
寮
の
今
後
の
運
営
に
つ

い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
な

い
と
い
け
な
い
時
期
が
来
て
い
る
。 

 

（
会
計
別
審
査
） 

◎
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
は
、
職

員
の
地
域
手
当
の
支
給
を
廃
止
。 

◎
五
條
市
介
護
保
険
条
例
の
一

部
改
正
は
、
第
一
号
被
保
険
者

の
保
険
料
率
を
改
正
。 

　
な
お
、
十
一
日
の
審
査
の
後
、

プ
ー
ル
の
開
業
に
伴
う
経
費
が

計
上
さ
れ
た
一
般
会
計
予
算
の

訂
正
案
が
提
出
さ
れ
、
承
認
。 

 

（
結
果
） 

　
各
会
計
予
算
案
及
び
予
算
関

連
議
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
一

致
を
も
っ
て
可
決
す
べ
き
も
の

と
決
定
し
た
。 

「
議
会
改
革
特
別
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
ま
し
た 

 

市
民
の
信
頼
と
負
託
に
応
え
る
た
め
に
も
、
開
か
れ
た
、
市
民
と
と

も
に
歩
む
議
会
を
目
指
し
、
時
代
に
合
っ
た
議
会
に
つ
い
て
の
諸
課
題

に
取
り
組
む
た
め
に
、
議
会
改
革
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。 

な
お
、
選
任
さ
れ
た
委
員
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

（
◎
委
員
長
　
○
副
委
員
長
）　
◎
榮
林
末
次
　
○
川
村
家
廣 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
谷
龍
雄
　
　
黄
木
英
夫 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
尾
彦
和
　
　
峯
林
宏
政 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
澄
雄 

 
 

五
條
文
化
博
物
館
に
つ
い
て
、
市
長
は
、

年
間
経
費
約
七
千
万
円
か
か
っ
て
い
る
と
言

っ
て
い
ま
す
が
、
休
館
し
て
も
約
五
千
七
百

万
円
の
経
費
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
開
館
を

続
け
な
が
ら
対
策
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
い
う
意
見
が
あ
り
、三
月
議
会
最
終
日
、

開
館
の
継
続
を
求
め
る
議
会
決
議
が
賛
成
多

数
で
可
決
し
ま
し
た
が
、
吉
野
市
長
は
休
館

し
ま
し
た
。 

五條文化博物館の開館の継続を求める決議 
平成２１年第１回３月定例会における施政方針の中で、吉野晴夫五條

市長は、本年４月１日から市財政が危機的状態を脱したと推定されるま
での間、五條文化博物館を「休館」とすることを発表した。 
博物館のような教育施設は、対費用効果だけを求めるものではなく、

子供の歴史教育や、市民の生涯学習の場、文化の拠点としての効果が期
待されるものである。 
　観光の面からは、博物館を拠点に、藤岡邸、長屋門、新町通りと、す
べてを線で結んで五條の歴史や文化が語られるのであり、また、隣接す
る５万人の森、新たに造られる（仮称）金剛山麓野鳥の森など、健康保
持と自然に親しむ場として、博物館を中心とした様々な取り組みが、Ｎ
ＰＯなどを中心として、市民の間で考え始められているところである。
　建築物としての博物館が、世界的な建築家安藤忠雄氏の設計であるこ
となどを考えると、安易に休館してしまうのではなく、開館を継続させ
ながら、集客力や活用頻度の向上等の方策を、市民協働の元、博物館協
議会を始め各種団体等の意見も聞きながら協議を重ねるべきであり、五
條文化博物館の開館を継続するよう求める。 
　以上、決議する。 
　　　平成２１年３月１７日 

五 條 市 議 会 

五
條
文
化
博
物
館
の
継
続
を
求
め
る
決
議
を
可
決 


